
- 1 -

法 務 省 民 商 第 １ ６ 号

平成２９年２月１０日

法務局民事行政部長 殿

地 方 法 務 局 長 殿

法務省民事局商事課長

（公 印 省 略）

「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり，その者の印鑑につき市

町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いにつ

いて」の一部改正について（依命通知）

標記について，本日付け法務省民商第１５号民事局長通達が発出され，平成

２８年６月２８日付け法務省民商第１００号民事局長通達（以下「通達」とい

う ）が一部改正されたところですが，通達の運用に当たっては，下記の点に。

留意するよう，貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

記

１ 通達第３に定める外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情があ

るとして，登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び日本の公証人

又は当該外国人が現に居住している国の官憲の作成した署名が本人のもので

あることの証明書をもって，市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代える

ことができる具体例は，次のとおりである。

(1) 当該外国人の本国に署名が本人のものであることを証明する制度自体が

なく，当該国の本国官憲（当該国の領事及び日本における権限がある官憲

を含む。以下同じ ）において署名が本人のものであることの証明書を取。

得することができない場合

この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には，

当該国の本国官憲に確認したところ，署名が本人のものであることの証明

書を発行していない旨の回答があった旨が記載されていれば足りる。
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(2) 当該外国人の本国においては署名が本人のものであることの証明書の取

得が可能であるが，当該外国人が居住している本国以外の国等に所在する

当該外国人の本国官憲では署名が本人のものであることの証明書を取得す

ることができない場合

この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には，

当該外国人が居住している本国以外の国等に所在する当該外国人の本国官

憲に確認したところ，署名が本人のものであることの証明書を発行してい

ない旨の回答があった旨が記載されていれば足りる。

(3) 当該外国人が居住している本国以外の国等に当該外国人の本国官憲がな

い場合（第三国に存在する当該外国人の本国官憲が兼轄している場合を含

む ）。

この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には，

当該外国人が居住している本国以外の国等に当該外国人の本国官憲がない

旨が記載されていれば足りる。

２ 署名が本人のものであることの証明書を当該外国人の本国の日本における

領事若しくは日本における権限がある官憲が発行していないため当該証明書

を取得することができない場合又は日本に当該外国人の本国官憲がない場合

（第三国に存在する当該外国人の本国官憲が兼轄している場合を含む ）に。

は，日本以外の国における本国官憲において当該証明書を取得することが可

能であっても，外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情があるも

のされた。この場合には，登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及

び署名が本人のものであることの日本の公証人の作成した証明書をもって，

市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。

この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には，当

該外国人の本国の日本における領事又は日本における権限がある官憲に確認

したところ，署名が本人のものであることの証明書を発行していない旨の回

答があった旨又は日本に当該外国人の本国官憲がない旨が記載されていれば

足りる。


